
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             補償プラン 

 保険金の種類 
基本プラン 

天災・地震補償 

プラン 

【新設】特定感染症

重点プラン 

 年間保険料 ３５０円 ５００円 ５５０円 

ケガの補償 死亡保険金 1,040万円 

後遺障害保険金 1,040万円（限度額） 

入院保険金日額 6,500円 

手術保険金 入院中の手術 65,000円 

外来の手術 32,500円 

通院保険金日額 4,000円 

特定感染症 補償開始日から１０日以内は補償対象外※ 初日から補償 

地震・噴火・津波による死傷 × ○ ○ 

賠償責任の補償 賠償責任保険金（対人・対物共通） ５億円（限度額） 
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発行 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会（ボランティアセンター） 

〒351-8560 朝霞市大字浜崎５１－１ 総合福祉センターはあとぴあ ３階 

TEL ０４８（４８６）２４８５  FAX ０４８（４８６）２４１８         

E-mail volo@asaka-shakyo.or.jp  URL http://www.asaka-shakyo.or.jp/ 

 

 

 

 ３ 
朝霞社協マスコットキャラクター

 
安心してボランティア活動をしていただくために、活動中のケガや事故など、 

万が一のときに備えて、ボランティア保険の加入をおすすめしています。 

ボランティアセンターでは、「ボランティア活動保険」と「ボランティア行事用保険」の加入の受

付を行っています。ご不明な点などございましたら、ボランティアセンターまでお問い合わせいただ

くか、本会ホームページをご覧ください。 

 

   
 

 

 
特定感染症重点プラン 

が加わりました。 

年度ごとに加入手続きが必要と 

なります。 

ホームページ↑ 

※4月 1日付で前年度から継続して契約される場合は初日から補償されます。 

※年度途中で、ボランティア活動保険に加入される場合は「特定感染症重点プラン」の加入をおすすめします。 

令和４年度ボランティア保険のご案内 
３月１日（火） 

受付開始 

ボランティア活動保険 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア行事用保険 

【加入できる方】ボランティア行事の主催となる団体、グループ等                                          

【補償期間】行事開催期間（加入手続き完了日の翌日午前 0時以降の行事開催日から補償）      

【申込方法】本会でお渡しする所定の振込用紙で掛け金を振り込んだ後、当ボランティアセンターにて 

お申し込みください。  

【プラン】Aプラン（宿泊を伴わない行事）、Bプラン（宿泊を伴う行事） 

Cプラン（宿泊を伴わないかつ参加者が事前に特定できない行事）の 3つのプランがあります。 

 

保険料・保険金額・補償内容ともに改定はありません。 

令和４年２月２６日（土）に開催を予定していました、災害ボランティア講座は、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大の影響により、中止となりました。お申込みいただきましたみなさまには、ご迷惑をおかけして

しまい、大変申し訳ありません。開催の折には、たくさんの方のご参加、お待ちしております。 

ボランティアセンターでは、活動先の紹介や活動者の紹介など、さまざまな支援を行なっていま

す。「ボランティアについて知りたいな」「ボランティアをやってみたい」など、ボランティアに関する

ことなら、何でもお気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

始めてみませんか？ 

ボランティア活動 
【ボランティアセンターの主な活動】 

◎ボランティア相談窓口  ◎福祉教育の推進 

◎彩の国ボランティア体験プログラム  ◎ボランティア講座の開催   

◎ボランティアニュースの発行  ◎ボランティア保険の窓口 

◎災害ボランティアセンターに関すること   

    

 

   【開所日】月曜日から土曜日 8：30～17：15  

（祝日と年末年始を除く） 
 

 

「仲間を募集したい」「イベントのお知らせがしたい」

など、ボランティアに関する情報をお寄せください。 

電話・FAX・E-mail などで、ボランティアセンターまで

お知らせください。 

衣類バンク事業では子ども用の新品・未使用品同等衣類（５０㎝～１６０㎝）の寄付を受付けています。

寄付された衣類は、経済的にお困りの世帯など、衣類を必要とする子どもたちへ無償で届けられます。 

どのような服が寄付できるのか、寄付の方法など、詳しくは近隣の衣類バンク実施施設、又は下記事務

局までお問い合わせください。 

【連絡先等】 

衣類バンク実施施設一覧： https://safety.fukushi-saitama.or.jp/project03_3.html 

事務局連絡先 ： 社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会  

               生活支援部生活支援課 衣類バンク担当 TEＬ：048-822-1249 

 

【連絡先等】 

衣類バンク実施施設一覧： https://safety.fukushi-saitama.or.jp/project03_3.html 

事務局連絡先：社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会  

             生活支援部生活支援課 衣類バンク担当 

             TEＬ：048-822-1249 

開催の折には、たくさんの方のご参加、お待ちしております。 

災害ボランティア講座の中止について 

子ども服を集めています！ 

ボランティアセンターって？ 


